
議案第５８号

木津川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する

条例の一部改正について

木津川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（平成

２７年木津川市条例第４号）の一部を別紙のとおり改正する。

令和２年１１月１９日提出

木津川市長 河井 規子

提案理由

令和２年１０月７日に人事院から国家公務員の特別給改定の勧告が行われ、令和２

年１１月６日に「特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議

決定されました。これを受けて木津川市においても、国と同様に期末手当を改定する

ため、所要の改正を行うものです。



木津川市条例第 号

木津川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する

条例の一部を改正する条例（案）

第１条 木津川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

（平成２７年木津川市条例第４号）の一部を次のように改正する。

第４条第２号イ中「１００分の１７０」を「１００分の１６５」に改める。

第２条 木津川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

の一部を次のように改正する。

第４条第２号イ中「１００分の１６５」を「１００分の１６７．５」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１日

から施行する。



参考資料（議案第５８号）

木津川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する

条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表（第１条関係）

（新）

第１条～第３条 （略）

（手当）

第４条 教育長の通勤手当、地域手当及

び期末手当の額は、次のとおりとする。

（１） （略）

（２） 期末手当

ア （略）

イ 期末手当の額は、それぞれアの

基準日現在（ア後段に規定する者

にあっては、退職、罷免又は死亡

によりその職を離れた日現在）に

おいて、アに規定する者が受ける

べき給料の月額、地域手当の月額

及び給料の月額に１００分の２０

を乗じて得た額並びに給料の月額、

地域手当の月額の合計額に１００

分の１５を乗じて得た額の合計額

に１００分の１６５を乗じて得た

額に、一般職の職員の例により一

定の割合を乗じて得た額とする。

第５条～第７条 （略）

（旧）

第１条～第３条 （略）

（手当）

第４条 教育長の通勤手当、地域手当及

び期末手当の額は、次のとおりとする。

（１） （略）

（２） 期末手当

ア （略）

イ 期末手当の額は、それぞれアの

基準日現在（ア後段に規定する者

にあっては、退職、罷免又は死亡

によりその職を離れた日現在）に

おいて、アに規定する者が受ける

べき給料の月額、地域手当の月額

及び給料の月額に１００分の２０

を乗じて得た額並びに給料の月額、

地域手当の月額の合計額に１００

分の１５を乗じて得た額の合計額

に１００分の１７０を乗じて得た

額に、一般職の職員の例により一

定の割合を乗じて得た額とする。

第５条～第７条 （略）



木津川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する

条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表（第２条関係）

（新）

第１条～第３条 （略）

（手当）

第４条 教育長の通勤手当、地域手当及

び期末手当の額は、次のとおりとする。

（１） （略）

（２） 期末手当

ア （略）

イ 期末手当の額は、それぞれアの

基準日現在（ア後段に規定する者

にあっては、退職、罷免又は死亡

によりその職を離れた日現在）に

おいて、アに規定する者が受ける

べき給料の月額、地域手当の月額

及び給料の月額に１００分の２０

を乗じて得た額並びに給料の月額、

地域手当の月額の合計額に１００

分の１５を乗じて得た額の合計額

に１００分の１６７．５を乗じて

得た額に、一般職の職員の例によ

り一定の割合を乗じて得た額とす

る。

第５条～第７条 （略）

（旧）

第１条～第３条 （略）

（手当）

第４条 教育長の通勤手当、地域手当及

び期末手当の額は、次のとおりとする。

（１） （略）

（２） 期末手当

ア （略）

イ 期末手当の額は、それぞれアの

基準日現在（ア後段に規定する者

にあっては、退職、罷免又は死亡

によりその職を離れた日現在）に

おいて、アに規定する者が受ける

べき給料の月額、地域手当の月額

及び給料の月額に１００分の２０

を乗じて得た額並びに給料の月額、

地域手当の月額の合計額に１００

分の１５を乗じて得た額の合計額

に１００分の１６５を乗じて得た

額に、一般職の職員の例により一

定の割合を乗じて得た額とする。

第５条～第７条 （略）



政策等の形成過程の説明資料

議 案 名
議案第５８号 木津川市教育委員会教育長の給与、勤務時間その
他の勤務条件に関する条例の一部改正について

担 当 課 人事秘書課 人事係

提案事項の概要等
（必要性、効果等）

令和２年１０月７日に人事院から国家公務員の特別給改定の

勧告が行われ、令和２年１１月６日に「特別職の職員の給与に関

する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。これ

を受けて木津川市においても、国と同様に期末手当を改定するた

め、所要の改正を行うものです。

提案に至るまでの経緯

・人事院勧告を受け、協議、検討を実施

市 民 参 加 の 状 況

□有 ■無

市総合計画の位置付け

基 本 方 針
７ 効果的・効率的な行政運営と市民に開かれたま
ちづくり

政 策 分 野 １７ 行財政運営

施 策
⑤ 組織・人材育成
イ 人材育成の充実

概 算 事 業 費
( 単 位 : 千 円 )

□単年度（ 年度）
■複数年度（令和２年度から）

令和２年度：▲４４千円

将来にわたる効果及び
経費の状況

国家公務員の特別職の給与改定に準じて、改定を行います。


